
一般質問概要 

 

1.人権尊重の多様性社会について 

 

（1） 性的少数者に対する現状認識と取組み、課題について 

 

 

＜質問＞ 

 

 性的指向であるＬ（レズ）・Ｇ（ゲイ）・Ｂ（バイセクシュアル）、生まれながらの性に違和感

のある性自認Ｔ（トランスジェンダー）、男女のいずれかではないと感じているＸジェンダーや、

性的指向や性自認を定めていないクエスチョニングなど、性的少数者は多様である。 

 

 性的少数者（マイノリティ）について、本市の認識を尋ねる。 

  

また、本市として、正しい理解を深めるための取組み、職員に対する研修等について、尋ねる。 

 

鈴鹿市としても、人権に関する基本方針へどのように盛り込むかなど、今後、取り組むべき

様々な課題があるが、今後の課題と、その取り組みについて、尋ねる。 

 

 

＜答弁＞ 

 

 本市において、平成 27年度に実施した「人権問題に関する市民意識調査」の中で、同性婚に

対して理解を示した人が約 4 割いる一方で、抵抗を感じる人も約 2 割いるとの調査結果が出て

いることから、「性的指向」や「性自認」を理由とした偏見や差別をなくしていくことが必要で

あると考える。 

 

 職員の人権研修については、ＬＧＢＴの正しい知識と理解を深める必要があると考え、相談窓

口担当職員や小中学校の教職員を対象に研修を行っている。 

 

 今後も、他の人権課題も取り上げつつ、性的少数者に対する問題についても、研修を行ってい

く。 

 

 「性的指向」や「性自認」を理由としたハラスメントや、本人の意図によることなく他者に暴

露する「アウティング」による精神的被害など、性的少数者が抱える課題がある中で、本市が今

年度見直しを行う「鈴鹿市人権擁護に関する施策基本方針」に、性的少数者の問題についても、

当方針に取り上げていきたい。 

 

 

 



 

（2） 正しい理解を広めるための啓発について 

 

 

＜質問＞ 

 

ＬＧＢＴ・性的少数者に対しての正しい理解を広めるための啓発について、現在行っている

活動を、尋ねる。 

 

継続的に丁寧な啓発が大事であり、企業などへの啓発活動も必要であるが、今後の取組みに

ついて、尋ねる。 

 

 

＜答弁＞ 

 

 「広報すずか（平成 30年 2月 5日号）」の「ひろげよう人権尊重の輪」で、「ＬＧＢＴを知っ

ていますか？」との表題で、啓発文の掲載を行った。 

 

 毎年作成している人権啓発手帳の中でも、市民への啓発を行っている。 

 

 今後の取組みとして、「広報すずか」を通じての啓発や、じんけんフェスタ等の啓発事業で、

テーマとしての取り上げやパネル展示、啓発冊子や啓発手帳の配布を行い、更なる理解の浸透に

努めていきたい。 

 

 さらに、企業への啓発についても、関係部局と調整を図り、機会をとらえ行っていきたい。 

  

 

（3） 教育現場での対応について 

 

 

＜質問＞ 

 

先日行われた、三重県男女共同参画センターの高校生１万人調査結果において、同性愛者、ト

ランスジェンダーのいわゆるＬＧＢＴは全体の 3％であり、男女のいずれかではないと感じて

いるＸジェンダーや、性的指向や性自認を定めていないクエスチョニングを含めた性的少数者

（マイノリティー）は、全体の 10％に上り、教育現場での対応の必要性が浮き彫りとなった。 

 

 また、当事者の約５割が「偏見を感じる」と回答し、言葉による嫌がらせを受けたことがあ

るとの回答は約３割あった。 

 

 この調査結果で明らかになったように、教育現場での対応が重要である。 

 



  

誰にも相談することが出来ず、ひとりで悩みを抱えることで、引きこもりや自傷につながる

ことがあってはならない。 

 

教育現場、学校での教員・児童生徒などへの正しい理解を深めるための教職員向け研修や、児

童生徒の学習など、啓発活動について、尋ねる。 

 

また、学校生活における相談や、制服やトイレなどの性的少数者に対する配慮について、尋ね

る。 

 

 

＜答弁＞ 

 

本市小中学校において、過去 3 年間に自校で、性的少数者に係る研修等を実施した学校の割

合は、小学校が 46.7％、中学校が 80％であった。 

 

教育委員会としても、教員を対象に、平成 28年度に「性的マイノリティの人権」をテーマに

研修会を開催した。 

 

小中学校の道徳の学習の中で、性的少数者を含めた、様々な差別や偏見をなくす努力をするこ

との重要性を指導していくことが、大切であると考える。 

 

学校の制服やトイレなどへの配慮については、文科省の対応事例にもあるように、児童生徒や

保護者から申し出があった場合、制服は男女を問わず、ズボンや体操服の着用を認め、トイレは、

他の児童が使わない授業中に行けるようにしたり、職員トイレや多目的トイレの使用を認めて

いる。 

 

その他、着替えや水泳授業、健康診断、宿泊行事など配慮が必要な場合は、児童生徒や保護者

の心情を最優先として、個別の事案に応じている。 

 

教育委員会として、学校に対して、児童生徒が、自分の性に違和感を感じたり悩んだりした時

に、安心して相談できる窓口があることを、児童生徒へ周知するよう指導していく。 

 

 

（4） 相談窓口について 

 

 

＜質問＞ 

 

三重県として、昨年５月から男女共同参画センター「フレンテみえ」において、「ＬＧＢＴの

電話相談」を開始した。 

 



 

三重県としての相談窓口はあるが、まだ認知度が高くないのが現状であり、その周知徹底が

必要であるが、いかがか。 

 

 

＜答弁＞ 

 

 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」の「ＬＧＢＴ電話相談」では、ＬＧＢＴに関

する専門知識を有する相談員を配置し、毎月 1 回、第 3 金曜日の 13 時から 19 時の間で、性的

少数者の方や、その周囲の方から相談を受けている。 

 

市の相談窓口に、性的少数者に関する相談が寄せられた場合、その内容によっては、「フレン

テみえ」の「ＬＧＢＴ電話相談」への案内、紹介する体制を整えている。 

 

また、「フレンテみえ」の「ＬＧＢＴ電話相談」を、啓発事業や広報等を通じて、周知し認知

度を高めていく。 

 

 

（5）パートナーシップ制度について 

 

 

＜質問＞ 

 

異性のカップルの場合であれば、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められな

い事実婚も、「婚姻に準ずる関係」と認められており、社会制度上では配偶者と同様の地位と規

定されることも多い。 

 

 しかし、同性カップルには、内縁が全く認められていない状態であり、住居の賃貸契約や病

院での面会において、戸籍上の家族ではないことを理由に断られるなど、不便を余儀なくされ

ている。 

 

パートナーシップ証明書には、法的拘束力はないものの、社会での「婚姻に準ずる関係」とし

ての配慮につながっていく。 

 

 同性パートナーシップ制度は、東京では渋谷区の他、世田谷区、宝塚市、那覇市、札幌市な

どで導入されており、三重県内では、伊賀市が「パートナーシップ宣誓制度」を、2016年 4月

から開始している。 

 

本市の「同性パートナーシップ証明制度」導入についての考えを、尋ねる。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 

 パートナーシップ制度は、平成 27 年 11 月に渋谷区、世田谷区から始まり、本年 4 月から

は、福岡市が導入し、現在では、7自治体となっている。 

 

当該制度により認められたパートナー関係は、法律上の婚姻にあたらないため、法的な効力を

有するものではないが、公営住宅の入居審査において、法律上の夫婦と同等の扱いを受けること

が出来るなど、その関係性が尊重されている。 

 

本市としては、多様性を認め合い、誰もが自分らしく、生きることができる社会の実現に向け

て、まず、性的少数者への理解を深めるための啓発に取り組んでいく。 

 

パートナーシップ制度については、国、県、他市町の動向を注視しながら、調査研究し、今後

の検討課題としていきたい。 

 

 

 

 

 


